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東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定（品川区決定） 

都市計画小山三丁目第２地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。                    幅員の[  ]内は、施行区域外を含む全幅員を示す。 

名 称 小山三丁目第２地区第一種市街地再開発事業 

施行区域面積 約１．６ｈａ 

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模

道 路 

種  別 名  称 規  模 備  考 

幹線街路 補助線街路第２６号線 別に都市計画に定めるとおり 拡幅 

地区幹線道路 

特別区道Ⅰ-１７１号線 幅員５．８５ｍ[８ｍ]、延長約１００ｍ 拡幅 

特別区道Ⅰ-２１８号線 幅員３．６ｍ[７．２ｍ～８ｍ]、延長約１３０ｍ 既設 

特別区道Ⅰ-２１９号線 幅員５．４５ｍ[８ｍ]、延長約１３０ｍ 拡幅 

区画道路 特別区道Ⅰ-１６３号線 幅員７．２ｍ～７．６ｍ、延長約１００ｍ 既設 

建
築
物
の
整
備

街 区 建築面積 
延べ面積 

（容積対象面積） 
主要用途 高さの限度 備  考 

Ｂ－１街区 約４，６００㎡ 
約７６，０００㎡ 

（約５１，５００㎡） 住宅、店舗、生活支援

施設、駐車場等 

高層部：ＧＬ＋１４５ｍ 

低層部：ＧＬ＋２０ｍ 

高さは、建築基準法施行令第２条 

第１項第６号に定める高さとする。
Ｂ－２街区 約５，２００㎡ 

約５６，３００㎡ 

（約３７，２００㎡） 

建
築
敷
地
の
整
備

街 区 建築敷地面積 整備計画 

Ｂ－１街区 約５，５００㎡ 
・にぎわいや憩い、災害時の一時避難の場となる広場（面積約２００㎡、約７００㎡）、にぎわいの場となる広場（面積約１３

０㎡、約２３０㎡）をそれぞれ地上部及び２階部に整備し、市街地環境の向上及び防災性の向上を図る。 

・道路境界から壁面を後退させ、歩道状空地（幅員２．０ｍ）を整備し、歩行者の利便性、安全性の向上を図る。 

・武蔵小山パルム商店街に面する部分については、商店街の連続性の確保に配慮した壁面後退とし、にぎわいの創出を図る。 

・敷地内を貫通する歩行者通路（幅員３ｍ～３．５ｍ）を地上部及び２階部に整備し、地区内の歩行者の立体的な回遊性の向上

を図る。 

Ｂ－２街区 約６，９００㎡ 

住宅建設の目標 
戸  数 面  積 備  考 

約９９０戸 約９８，６００㎡  

参 考 再開発等促進区を定める地区計画区域内にあり。 

「施行区域、街区の配置及び公共施設の配置、建築物の高さの限度及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

理由：土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、安全で快適な魅力ある複合市街地を形成するため、第一種市街地再開発事業を決定する。










